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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディに溶接されるケース本体と、
　このケース本体の内部に遊動自在に収納されるナットとを備えたケースナットであって
、
　前記ナットは、
　金属製のナット本体と、
　このナット本体の外周に形成され、ナット本体の上面、下面、及び外周面を、前記ケー
ス本体の内壁面及びボディと非接触とする樹脂製の絶縁部材とを備え、
　前記絶縁部材は、前記ケース本体の内壁面及びボディと接触する凸部を有することを特
徴とするケースナット。
【請求項２】
　前記絶縁部材は、前記ケース本体の内壁面及びボディと接触する凸部を有し、この凸部
は、前記ナット本体の辺部に位置することを特徴とする請求項１記載にケースナット。
【請求項３】
　前記ケース本体の角部に切欠き部を形成したことを特徴とする請求項２記載のケースナ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、自動車のボディに溶接されるケース本体内部に、ナットを遊動自在に収納し
たケースナットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のボディに付属パーツを取付ける際には、予めボディ側にナットを設けておき、
付属パーツをボディに当接させた状態で付属パーツ側からボルトを挿入して締付を行い、
両者を固定する。しかしながら、ボルトとナットとの間に生じる軸ズレにより締結作業性
が低下したり、また建付けのバラつきが発生するという問題があった。この問題を解決す
るために、ボディ側に設けられるナットとしてケースナットが用いられる（特許文献１）
。ケースナットとは、ボディに溶接されたケース本体の内部に、ナットを遊動自在に収納
したものである。これにより、ボディに付属パーツを固定する際に、遊動自在に収納され
たナットがボルトとナットとの間の軸ズレを吸収するため、容易に締結が可能となり、ま
た建付けのバラつきも発生しないものとなる。
【０００３】
　ここで、自動車のボディには高い耐食性が求められるため、下地処理として電着塗装処
理が施される。電着塗装処理とは、ボディを電解液に浸して通電させることにより、ボデ
ィ表面に塗膜を形成する塗装処理のことである。このため、従来のケースナットが設けら
れたボディに電着塗装処理を施した場合には、遊動自在に収納された金属製のナットが、
ケース本体の内壁面やボディと接触することで通電してしまい、結果ナットにも電着塗料
が析出してしまう。これにより、ナットがケース本体の内壁面やボディに強固に固着して
しまい、遊動しなくなる問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】公開実用昭６３－１８６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は前記した従来の問題点を解決し、ケース本体内部に揺動自在に収納され
たナットが電着塗装処理によって固着することのないケースナットを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、ボディに溶接されるケース本体と、この
ケース本体の内部に遊動自在に収納されるナットとを備えたケースナットであって、前記
ナットは、金属製のナット本体と、このナット本体の外周に形成され、ナット本体の上面
、下面、及び外周面を、前記ケース本体の内壁面及びボディと非接触とする樹脂製の絶縁
部材とを備え、前記絶縁部材は、前記ケース本体の内壁面及びボディと接触する凸部を有
することを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のケースナットにおいて、前記絶縁部材は、前記
ケース本体の内壁面及びボディと接触する凸部を有し、この凸部は、前記ナット本体の辺
部に位置することを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載のケースナットにおいて、前記ケース本体の角部
に切欠き部を形成したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るケースナットは、金属製のナット本体と、ナット本体の外周に形成され、
ナット本体の上面、下面、及び外周面を、ケース本体の内壁面及びボディと非接触とする
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樹脂製の絶縁部材とから構成されるナットを、ケース本体の内部に遊動自在に収納したも
のである。これにより、電着塗装処理時には、絶縁部材がナット本体に代わりケース本体
の内壁面やボディと接触することで、金属製のナット本体を絶縁することができるものと
なる。このため、電着塗装処理時にナットがケース本体の内壁部やボディと固着すること
を防止することができる。
【００１０】
　また、電着塗装処理後、ボディには高温乾燥処理が施される。このため、本発明では絶
縁部材には、ケース本体の内壁面及びボディと接触する凸部を形成した。なお、この凸部
をナット本体の辺部に位置させることが好ましい。この凸部により、絶縁部材とケース本
体の内壁面及びボディとの接触面積が小さくなるため、残存した電解液が高温乾燥される
ことにより引き起こされるナットの強固な固着を回避することができる。すなわち、高温
乾燥後に振動等を与えることにより、容易にナットがケース本体の内壁面やボディ１から
分離し、ケース本体の内部で遊動可能となる。
【００１１】
　請求項３に係る発明のように、ケース本体の角部には切欠き部を形成することが好まし
い。これにより、ケース本体内に侵入した電解液を外部に排出することができ、液溜まり
を防止することができるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態の斜視図である。
【図２】第１の実施形態の正面図（ａ）及び側面図（ｂ）である。
【図３】第１の実施形態におけるナットの斜視図である。
【図４】第１の実施形態におけるナットの正面図（ａ）、側面図（ｂ）及び断面図（ｃ）
である。
【図５】付属パーツの取付状態を示す断面図である。
【図６】第２の実施形態におけるナットの斜視図である。
【図７】第２の実施形態におけるナットの正面図（ａ）、側面図（ｂ）及び断面図（ｃ）
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明のケースナットは、図１及び図２に第１の実施形態として示すように、自動車の
ボディ１に溶接される垂直断面略コ字状の金属製のケース本体２と、このケース本体２の
内部に遊動可能に収納されたナット３とからなる。なお、従来と同様に、ボディ１には耐
食性を高めるための下地処理として、電着塗装処理が施される。
　図３に示すように、ナット３は、金属製のナット本体４と、このナット本体４の外周面
を軸芯方向に凹ませた凹部５にインサート成形された樹脂製の絶縁部材６とからなる。
【００１４】
　この絶縁部材６は、図４に示すように、ナット本体４の上面、下面、及び外周面に対し
て、それぞれ外側方向にわずかに突出するように形成されている。すなわち、ナット３を
ケース本体２に収納した状態では、ナット本体４の各面は絶縁部材６の存在によりケース
本体２の内壁面やボディ１に対して非接触となる構造を有している。したがって、電着塗
装処理時には、絶縁部材６がナット本体４に代わりケース本体２の内壁面やボディ１と接
触することで、金属製のナット本体４を絶縁することができるものとなる。このため、電
着塗装処理時においてボディ１が如何なる姿勢で電解液に浸されて通電されたとしても、
ナット３に電着塗料が析出せず、ケース本体２の内壁部やボディ１と固着することがない
ものとなる。
【００１５】
　さらに、ナット本体４の上面側と下面側とに形成された絶縁部材６には、ケース本体２
の内壁面及びボディ１と接触する凸部７が形成されている。なおこの凸部７は、ナット本
体４の辺部に位置させることが好ましく、さらにナット本体４の辺部の略中央に形成され
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ることがより好ましい。
【００１６】
　ここで、電着塗装処理が施された後、ボディ１には高温乾燥処理が施される。したがっ
て、前記した凸部７を形成することにより、絶縁部材６とケース本体２の内壁面及びボデ
ィ１との接触面積が小さくなるため、残存した電解液が高温乾燥されることにより引き起
こされるナット３の強固な固着を回避することができる。
【００１７】
　本実施形態において、絶縁部材６はナイロン６により構成するものとした。これは、ナ
イロン６の融点が２６０℃と高く、電着塗装処理による高温に耐え得るからである。なお
、絶縁部材６の材質は耐アルカリ性であり、１８０℃の電着塗装処理に耐え得る材質（即
ち、好ましくは融点が２４０℃以上の材質）であれば良く、例えばポリフェニレンサルフ
ァイド等により構成することもできる。
【００１８】
　図３及び図４のように、ナット本体４の外周面に形成した絶縁部材６は、水平方向に切
れ込みを入れることにより形成した溝部８を備えるものとしても良い。これにより、電着
塗装処理時の電解液の流動経路を確保し、液溜まりを防止することができるものとなる。
【００１９】
　また図１のように、ケース本体２の角部には切欠き部９を形成するものとした。これに
より、ナット３の角部が露出することとなり、ケース本体２内に侵入した電解液を外部に
排出することができ、液溜まりを防止することができるものとなる。
【００２０】
　図１及び図５に示すように、ケース本体２の上面にはボルト１０を貫通させるボルト孔
１１が形成されている。
　このように構成された本発明のケースナットの使用方法について、以下に説明する。図
１の状態で電着塗装処理が施された後に、さらに高温乾燥処理が施されるが、前述した絶
縁部材６によりナット本体４を絶縁して電着塗装処理を行うことができ、また凸部７によ
り高温乾燥によるナット３の強固な固着を防止できるため、両処理後において、ナット３
は振動等により容易にケース本体２の内壁面やボディ１から分離し、ケース本体２内部で
遊動可能となる。そこで、図５のように、ボディ１に取付ける付属パーツ１２を当接させ
た状態で、ボルト１０をナット３にねじ込むことにより、ケース本体２内で遊動自在とな
っているナット３がボルト１０との間の軸ズレを吸収し、容易に付属パーツ１２をボディ
１に固定することが可能となる。
【００２１】
（第２の実施形態）
　図６及び図７には、第２の実施形態を示す。この実施形態は、ナット本体４の外縁部に
樹脂製の絶縁部材６をインサート成形し、さらにケース本体２の内壁面及びボディ１と接
触する略球状の凸部７を、ナット本体４の辺部の略中央位置に形成したものである。この
ような絶縁部材６及び凸部７によっても、電着塗装処理時において金属製のナット本体４
を絶縁することができ、ケース本体２の内壁部やボディ１に対する固着を防止することが
できるものとなる。さらに、第１の実施形態と比較して、凸部７がより小さく形成されて
いるため、絶縁部材６とケース本体２の内壁面及びボディ１との接触面積がより小さくな
り、高温乾燥処理による固着をさらに少ないものとすることができる。
【符号の説明】
【００２２】
　１　ボディ
　２　ケース本体
　３　ナット
　４　ナット本体
　５　凹部
　６　絶縁部材
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　７　凸部
　８　溝部
９　切欠き部
　１０　ボルト
　１１　ボルト孔
　１２　付属パーツ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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